
　接種スケジュールをよくご覧の上、優先接種対象者に該当する方は

ご自身の接種開始時期を確認してください。

　接種開始時期が近づいた対象の方から順次、接種を受けることがで

きるか医療機関に相談し、接種を申し込んでください。
　ワクチン接種について分からないことは、各保健センターへお問い
合わせください。

　実際に接種を受けるときには、医療機関の窓口にて書類を提示して

いただき、ご自身が接種スケジュールに該当する対象者であることを
お示しください。（提示書類一覧は下表参照）

　ワクチン接種後には、接種部位が腫れるといった反応が出るかもし

れません。ほとんどは軽い一過性の症状でおさまりますが、気になる
症状が出たり、長引いたりするときは、医師に連絡してください。

※①～⑦に該当する生活保護世帯および市民税非課税世帯の方は、別途書類を提示することで接種費用の助成が受け
　られます。詳しくは、４ページをご覧ください。

① 基礎疾患を有する方 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥「優先接種対象者証明書（かかりつけ医で発行）」
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※かかりつけ医で接種する場合は必要ありません。

② 妊婦 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥「母子健康手帳」

③ １歳～小学校３年生 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥「母子健康手帳」または「各種健康保険被保険者証」

④ １歳未満の小児の保護者 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥「母子健康手帳」と「各種健康保険被保険者証」
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※保険証は同一世帯であることを証明するために必要。

⑤ ①～③の対象者のうち、身体上の理由で
　 予防接種ができない方の保護者等 ‥‥‥‥‥「各種健康保険被保険者証」
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※保険証は同一世帯であることを証明するために必要。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※「優先接種対象者証明書」が必要な場合もあります。

⑥ 小学校４年生～高校生に相当する年齢の方 ‥‥「各種健康保険被保険者証」または「学生証」

⑦ 65歳以上の方 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥「各種健康保険被保険者証」または「運転免許証等」

提示書類一覧

接種開始時期の
確認

ワクチン接種の
相談・申込み

提示書類の用意

接種の実施

次ページで、接種費用の助成、接種できる医療機関についてお知らせします。

　新型インフルエンザは感染力の強いウイルスですが、多くの方は軽症のまま回復しています。た
だし、基礎疾患（糖尿病、ぜん息など）のある方や妊婦、乳幼児などの方は感染すると重症化する
可能性があり、注意が必要です。
　新型インフルエンザワクチンは、症状が重くなったり、インフルエンザで亡くなったりするのを
防ぐのに一定の効果が認められています。ただし、供給されるワクチンに限りがあるため、国では
優先接種対象者を定め、重症化リスクの高い方々から段階的に接種を実施しています。

　新型インフルエンザワクチンは順次生産されていくため、より必要性の高い方が早く接種できるように

国によって優先順位と接種開始時期が決められています。（下表の「接種スケジュール」参照）

　なお、国の示す「接種スケジュール」は、接種者数やワクチンの供給量で変更される場合があります。

問合せ　○中央保健センター　℡0897－52－1215
　　　　○東予保健センター　℡0898－64－5333
　　　　○丹原保健センター　℡0898－68－7300
　　　　○小松保健センター　℡0898－72－6363

※「基礎疾患を有する方（最優先）」とは、基礎疾患を有する１歳～小学校３年生の方と特に重症化のリスクが高
　い方で、国の示す一定の基準に該当すると医師が判断した方です。

優先接種対象者以外の方への接種については、国は今後の接種状況を踏まえて対応する
方針です。なお、優先接種対象者以外の方への接種費用の助成はありません。

医療従事者

基礎疾患を有する方（最優先）

妊婦

基礎疾患を有する方（その他）

幼児（１歳～就学前）

小学校１～３年生

１歳未満の小児などの保護者

小学校４～６年生

中学生、高校生相当年齢者、高齢者
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